
5．精神保健等改革の評価を実施する．  

① 全国レベルでの精神保健等改革の推進状況を把握するためのプロセス評価を実施する．  

指標としては，  

a．地域メンタルヘルスチームの設置数  

b．精神保健等改革プログラムを作成した都道府県■政令都市数  

c．「精神保健等改革」の決意と方針の表明を行った首長の数  

d．精神保健等サービス改革プランを作成した市町村数  

e．評価やモニタリングの仕組みを整備した自治体数  

f．相談サービスの充実度  

などが挙げられる．  

（診 全国レベルでの精神保健等改革のインパクト評価を実施する．指標としては，  

a．サービス利用者（当事者・家族）の満足度  

b．未治療期間  

c．当事者の社会機能  

d．自殺率  

e．医療費  

などが挙げられる．  

③ 当事者，家族，サービス提供者からの苦情，改善要望，問題点の指摘などの情報を蓄  

積するシステムを構築する．  

⑥ 以上は．精神保健等改革全焼と連携して研究機関・大学等が実施を担当する．  

③ 都道府県・政令市は「精神保健等委鼻会」の翰鰍こ基づき，医療．保健および福祉全  

般にわたる明確な目棟の設定を行う．プログラム設計にあたっては，市町村や住民等  

の取り組みの積み上げと援助を行い，かつ行政組織の横断的連携をはかる，当事者・  

住民からの発動や医凍機関や大学等との連携を重視する．  

（む 「柵神保健等委員会」は，当事者■家族，住民，評価と行政マネジメント有織者，およ  

び医凍の専門家により構成され，都道府県・政令市が進める精神保健等改革のモニタリ  

ングと評価を行う．また，「柿神保健等専門見jは，住民 有織者，専門家などから任  

ぜられ，市町村や当事者・家族，住民等の活動を援助する（注：上記A．Bを参用）．  

r精神保健等専門員」は「精神保健等委員会」の鰍こ基づき首長に対する勧告を行  

う権限を有し，首長はその勧告を尊重しなければならないものとする．  

4．国は，国民の精神保健等に関する政策．プログラムおよびプロジュクトの科  

学的および社会的基盤を環供するとともに，精神保健等故事戦略を制定する．  

① 医嵐 保健および福祉資源の公正かつ適切な分配を推進する．このために，精神保腱  

等のための政策裸腰の優先順他の改定を行う．社会的負担をどの立場から把握するか．  

何を根拠に倭先順位を設定するのかを明らかにする．さらに，改革戦略化沿った椅神  

保健等サービスの目標（ガイドライン）を設ける．  

② 評価の基準と運用指針を定め．かつ評価結真の公開を行う．当事者，家族および住民  

の評価やプログラム・サービスの立案への参加を促進するための仕組みづくりを推進  

する．  

③ 精神保健等改革の科学的根拠や経済効果の研究を推進し，その成果（治療ガイドライ  

ンを含む）を積極的に公開する．このた捌こ，行政および民間の研究を推進・支壊す  

るとともに．各学会との連携と協力を行う．  

④ 以上の根拠と評価に基づき．自治体や「精神保健等コンソーシアム」の活動への支援  

（財政含む）を行う．  

⑤ 精神保健等改革の評価のための人材育成を推進する，大学．大学院，研究機関との連  

携を促進し，多様な専門職向けのヘルス・サービス評価の専門家育成コースの充実へ  

の働きかけを行う．また，評価への参画などによる人材交流を行う．  

⑥ ①～⑤を推進するため，当事者・家族，住民や専門家による精神保健専改革会議を設  

置する．   

E．孜暮モt及させるために必事な経済的墓■や鯵攫嶋疇改打   

メンタルヘルスチームを全国1，200箇所（人口10万人あたり1チーム）に置く予  

算札 大雑把にいって年間1，000億円程度と見込まれる（1チーム8，000万円／  

年）．その他もろもろの径費を含めて，年間2．000億円を計上すれば，かなり大胆な改  

革ができるのではないか（人口10万人あたり1億6千万円強）．これは，精神科稔医療費  

およそ2兆円の10％に相当する．   

この10％相当額の投資は，下記参考資料の通り，早期介入を主体とする精神保健等改  

革による医療費削減効果を勘案すれば，荒唐無稽ではない．すなわち，国外の各種プログ  

ラム導入による医療費削城効果は，29．53％（オーストラリア），17．4％（カナダ），  

49．5％（スウェーデン）および6％（イタリア，シミュレーション）とされているから  

である．また，わが国における分析でも，入院型の治療の改革により29％～80％の精  

神科医療費削減が報告されている．   

もし，控えめに20％程度の精神科医療費削減が可能となるのであれば，4000億円の  

効果となるため，便益ノ費用（8／C）は2となり，国土交通省による高速道路整備（延長）  

の「費用対効果分机 と比べても遜色はないであろう（同省道路局の個別道路事業評価で  

は，高速道路の即Cは1～3程度である）．   

しかしながら，いわゆる医療費は診療報酬であり，これはいわばチャージ（料金）であ   
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Q．故事を溺として博輸するために必事となもこと  

く1年以内＞   

国－も早急に精神保健等改革会議を設置し，新法制定，法改正等を含む精神保鍵等改革  

戦略を制定する．また，改革戦略に沿った精神保健等サービスの日礫（ガイドライン）を  

軌ナる．自治体においてⅠも それぞれのレベルで，精神保健等サービスに対する当事者，  

家族．住民等のニーズ調査を実施し】専門家等の意見を聴取し，精神保健等改革の論議を  

行う．こうした事業のため．予算を計上する（人口10万人あたり1000万円として．  

約120億円）．なお，自治体における事業主体は自治体自身の枠組み内ではなく，住民等  

による自発的な取り組みを反映することが望まれる．  

って，社会が負捜する其のコストの一部にすぎない．特に，社会的サービスやインフォー  

マルケアなど表に出てこない負担は大きい．いわゆる「精神科特例」において一般医療に  

比べて低いサービス水準が許容されていることは．その差を患者．家族，介護者等がコス  

トとして負担しているものともいえる．従って，医療費削減のみに焦点をあてるのではな  

く．精神保健．福祉および医療を総合的に改革する必要があることはいうまでもない．  

F．故事を実施するためlこ必書となる法的な鍍傭  

1．国（政兼レベル）  

① 全国的な戦略を策定し，目標の設定を行う．また，評価の仕組みを設け，実施する．  

② 国民の精神保健等に関する政乳プログラムおよびプロジェクトの科学的および社会  

的基盤の整備を行う．  

③ 当事者，家族等のニーズを調査・分析し，これに応える精神医嵐保健および福祉の   

縫合的な改革を進める．  

◎ 地方自給体が重度精神障害者など特にサービスを必要とする者を把握し必要なサービ   

スを届けるための，およぴその活動をモニターするための，仕組みと資格を設け，実   

施しているかをモニターする責任を有する．  

2．都道府県・政令市（プログラム）  

① 当事者，家族，住民のニーズを含む地域の実情と課笥にあわせた「精神保健等」プロ   

グラムを策定■実施する．このプログラム軋医療．保健および福祉にまたがる総合  

的なものである必要がある．  

② このプログラムによる課題解決に関する評価の仕組みを設け，実施する．  

③ 市町村のサービスそのものや住民等によるサービス評価・自発的な活動を支援する・  

⑥ 市町村が重度精神障春着など掛こサービスを必要とする者を把握し必要なサービスを   

届けること，およびその活動をモニターすることを支援する責任と権限を有する・  

3．市町村（サービス）  

① サービスを必要としている住民を把握し，その者が必要とする具体的なサービスの提  

供を行う．  

② こうした取り組みとその成果に関する評価の仕組みを設け，実施する・小規模自治体  

は複数で広域連合方式による評価システムを作る．  

③ 重度精神障害者など特にサービスを必要とする者を把逢し必要なサービスを届けるこ  

と，およびその活動をモニターすることに責任を負う．   

H．故事を繊維して完成させるたぬ必事となること  

く2・－8年以内＞   

都道府県・政令市の首長は仁精神保健等改革に関する決意と方針の表明を行う，これと  

ともに，「精神保健等専門員Jを任じ，かつ†精神保健等委員会」を設置し．改革と評価の  

枠組みを整備する（条例専を含む）．同様に，市町村は改革と評価の枠組みを整備する．こ  

うした枠組みには，メンタルヘルスチームやコンソーシアム等も含まれる．国レベルでは．  

こうした自治体レベルの活動を評価し，優れた取り組みを行う主体に対して財政等の支凌  

が行われる仕組みを整備する必要がある．  

こころの健康政策構想金言温 WG報告集  
三大庶密仁ふさカいl′緒碑腐鰭管理＿芽で  
√ここきの伊膚仇密猟ぜ点庶子き嘉＿安心l老妻の＿寿茸吉   

ここるの健康政策構想舎譲 甘G報告集  
■‘ごご．うの庶都政蓮●一蒼ご才J㌘題為政劉ニノ  



A．当事著・輪のこ－ズ   

現行の棉神保健福祉法が規定する保護者制度は，当事者の家族に医凍保護入院に際して  

の同意を求めているが，当事者が入院を拒否している場合，この代諸岡意制度は，当事者  

と家族との関係を悪化させることがある．これが，医療の中断，時として不幸な事件を招  

くこともある．このため家族は，保護者制度の廃止を強く要請してきた．   

一方．当事者の批判は，しばしば非自発医療制度そのものに向けられ，家族の意向と必  

ずしも一致しないことがある．こうした状況にあっても，当事者と家族が一致して要請す  

るのは，入院息者の権利擁護と精神科病院の透明性の強化である．精神医療審査会や実地  

指導など，精神科医療を外部からチェックする現行制度は，こうした要請を十分に満たす  

ことができないと，当事者・家族は罷職している．   

また，当事者・家族は，医療や福祉サービスにかかる自己負担や在宅ケアプログラムを  

規定する障害者自立支援法に対しても，強い不満を表明している．   

こころの健康政策構想全能（以下「当会議」と略記）は，当事者・家族のニーズに基づ  

いて，わが国の精神保健・医療・福祉政策の抜本的改革を多角的に提言している．この徒  

者を実現するためには，精神保健福祉法や障害者自立支援法など，現行法の見直しに加え  

て，新たな法律の制定が必要と当会議は考えるが，この方針は，当事者・家族からも支持  

され，切望されている．  

法律の整備WG   

【目標〕精神保健間違法規の見直しと薪しい法律の制定  

事旨   

わが国における精神保健・医療・福祉に関する基本法である精神保健福祉法の中で．保  

護者制度は長年にわたって当事者の家族に重い負担を強いてきた．当会議†ま．保護者制度  

を廃止し．これに代わる新たな制度を制定することを提言する．また．精神医療審査会に  

当事者・家族が参加するなど．入院患者の権利擁護と精神科医療の透明性を強化すること  

を捷嘗する．   

さらに．これまでに輪じられてきた当会議の請想を実現するために．「こころの健康の保  

持及び増進のための精神疾患対策基本法（仮称）J－の制定を提言し．その具体案を示す．具  

体案では．  

1，地域精神保健・福祉サービスの整備  

2．精神科医療の箕の向上  

3．家族・介護者の支援体制の確立  

4．教育・啓発の強化  

5．人材育成  

6．行政体制トサービス評価体制の確立  

8．現状の分析と故事日韓の股定   

精神保健・医療・福祉活動札図1に示したように，数多くの法律の上に立脚している．  

中でも，精神保健楢祉法，医療法，障害者自立支援法わ3法がト基軸法である．  

l．精神保健搭祉法   

律神保健福祉法は，1950年に制定された精神衛生法を原型として，1965年改正  

（緊急増便入院制度の制定，地域精神保健活劇の充実など），1987年改正（精神保健法  

への名称変更，任意入院制度∴精神保健指定医制度，精神医庶事査会制度の新設など）．2  

004年改正（障害者自立支援法の制定に伴う福祉施策の移管）などの度重なる改正を経  

て，今日の姿に至っている．   

現行の精神保健福祉法の基本的骨格Ⅰも 非自発医療（非自発入院制度，入院中の行動制  

限など）を規定する手続きであるといってもよい．すなわち．図1に示したように，精神  

保健福祉法は，非自発医療の対象を規定し（精神障嘗者の定義），当事者本人に代わって非  

自発医療に同意する保護者制度を紗ナるとともに，非自発医療を限定・監視する制度（精  

神保健指定医，精神医凍審査会，実地指導など）を対思し，非自発医療の対価として，地  

域精神保健サービスの拡充（精神保健福祉センター，保健所の地域活軌精神障害者福祉  

手帳制度など）をぎ匿っている．   

しかし，冒頭に示したように，当事者・家族は，精神保健福祉法の中でも，保護者制度  

と権利擁護制度に対して，強い批判を表明してきた．現行制度に代わる新たな制度設計が  

求められている．  

7．調査・研究の拡充  

という7項層を基本施策として明示し．  国と地方公共団体に精神疾應対策推進基本計画の  

策定および精神疾患対儒推進協誰会の設置を叛務づけている．   

検討香見：平田塵取 正木克也．三園雅彦  

掟書起草葬具：岡崎祇士．福田正人，岩成秀夫  

検討協力委員：薯住昭  
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D．A♯栂な故事集   

以上に述べた当事者・家族のニードと現状分析に基づいて，当会議は，以下の改革案を  

提起する．  

1．精桝醐軸祉法の改正  

① 保護者制度に代わる新たな制度   

医療保護入院制度を放すことを前提として，現行の保護者制度を廃止するには，当事   

者の判断能力が回復するまでの乱入院時に同意を与え，入院中も当事者の落梅利を   

擁護する代理人制度が必要となる．  

現行法でも．後見人（弁護士を含む）が保護者の筆頭にあげられているが，当会議   

は，これを拡張して，市町村長による代理人制度を藩案する．   

現行法でも，21粂で市町村長の同意による医療保護入院が明記されているが，形式   

的な入院同意を与えるのみで，入院息者の権利擁護を担保する具体的規定を欠いてい   

る．この不備を補うために，当会議Iも新たな行政機関の創設を提案する．  

この機関に属する職員（摘神医療審査会および人権擁護委員会の委員を兼務するこ  

とができる）は，医療保護入院の入院時に立ち会って入院に同意し，入院中も随時入   

院先を訪問して，適正な医療が提供され人権が守られているかをチェックすることが  

できる．  

なお，急を要する入院など，入院時に当該行政機関の職長が立ち会えない場合iも  

現行の応急入院制度（72時間限定）を活用する．  

いずれにしても，入院に同意する権限を有し，当事者の権利擁護の義務を負うのは   

公的機関であって，当媛機硯に属する個人ではない．しかし，この行政機関職員の権   

限が乱用されないように，当該機関の機能を当事者・家族が参加する外部評価する制  

度が必要である．  

このような非白兎入院制度において，当事者の家族が負うべき責任は，一般医凍と  

同楓インフォームド・コンセントに基づいて医療機関との間に締結された医療契約  

の範周内に限定される．  

なお，入院後に当事者の判断能力が回復したと判断される場合には，医療保護入院   

は任意入院に変更され，代理人の権限と義務は速やかに解除されるべきである．また，  

当事者本人のインフォームド・コンセントに基づく任意入院がまず追求されるべきこ  

とはいうまでもない．  

② 入院患者の権利擁護制度の強化  

現行の精神医療審査会制度は．審査される側に立つこともある医療委員の役割が大き  

く，公平・中立性に疑問のある地域もある．  

この現状を改革するために，当会議は，精神医療審査会・合議体に当事者・家族委  

員の枠を新設することを提案する．当事者・家族委員は．退院等の領求がなくとも，  

精神科を有する病院を随時静間し，入院患者に面接するなどして，適正な医療が行わ  

れ，当事者の権利が守られているかどうかを確認することができることとする．  

2．医療法   

医療法は，精神科かどうかを問わず，全ての医療施設が最低限満たすべき施設基準を定  

める法律である．例えば．医師は入院患者16人に対して1人以上，看護師は入院患者3  

人に対して1人以上配置されることが義務づけられている．   

ところが，精神科においては，医師は入院患者48人に対して1人以上看護師は患者  

6人に対して1人以上でよいなど，他科に比べて手薄な配置でよいとされている．病棟面  

積や設備などの面でも，精神科は低規格でよいとされている．1959年の厚生省通知（当  

時），いわゆる精神科特例がこうした差別的状況を容認してきた．   

この特例緒置は，民間精神病院を増やすという当時の国策に則った施設基準の緩和策で  

あるが，50年以上を経た現在もなお．精神科医療の水準向上を妨げるくびきとなってい  

る．すなわち．手薄な人手と低規格の病棟では，当然，医療費も低く抑えられ（1日当た  

りの平均入院医療費は一般科の釣4分の1），わが国の精神病床の9割近くを占める民間病  

院が，医療スタッフを増やし，療養環境を改善することを困難なものにしてきた．  

3．障害者自立支援法   

障春着基本捷を基盤として2005年に制定された障害者自立支援法は，精神保健福祉  

法から福祉的施策の大部分を切り離し，精神障害福祉を身体障害，知的障害福祉と統合し  

た．これによって，精神障害福祉の水準向上を目指したが，精神障害宿祉の社会資源が他  

の障害に比べて著しく貧困な現状にあっては，必ずしも立法趣旨に沿う結果とはなってい  

ない．   

以上のように，わが国の精神保健・医療・福祉を改革するためには．基軸となる精神保  

健福祉法，医療法，障害者自立支援法の改正が必要である．また，改革の具体的な目標を  

示し，それを実現するための方略を明紀した新たな法律の制定が不可欠である．  

C．肩∫解決のための根拠やエビデンス   

保護者制度の廃止に当たってlも 医療保護入院制度そのものも廃止して，非自発入院を  

措置入院か任意入院かの二者択一的に改変すべきであるとする意見もある．   

当会♯としても，非自発入院制度全体のあり方を見直すべきと考えるが，今回の提言で  

は，医療保護入院制度を残すことを前提として．議論を進めることとする．   

その理由も非自発入院制度には仁相反する2つのベクトル方向があると考えるからで  

ある．すなわち，措置入院が，精神疾患による行動病理から他者を守ることに主脈を置く  

のに対して，医療保護入院は，精神疾患による不利益から当事者本人を守ることに主眼が  

置かれている．柵神疾患から社会を守るのか．当事者本人を守るのか，非自発入院といっ  

ても仁措置入院と医療保護入院とでは．守る対象が異なるのである．   

したがって．非自発入院制度を措置入院制度に一本化することには，現時点では賛同し  

ない．   

こころの健康政策構想金譲 WG壁告糸  
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2．その他の法律の改正   

医凍法の改正については，入院医療WGが具体的な提案を行っているので．ここでは雷  

及しない．   

障害者自立支援法の改正についても．すでに公的な検討の場が設けられ，当会議の問題  

提起に沿って漱輪が展開されているため，ここでは省略する．  

3．新たな法律の制定   

当会疏の議論を総括し，提言を実現するために．別添資料に示す，こころの健康の保持  

及び増進のための精神疾患対照基本法（仮称）を提案する．  

図1精神保健サービスの関連法  

こころの健康政策構惣会践 蝿報告集  
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